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Zaimon e-Taxデータ受付サービス

「Zaimon e-Taxデータ受付サービス」は、税理士先生が、顧問先様の代理となって専用WEBサイト上から
金融機関への税務申告データ送信を行うためのサービスです。
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1. 簡単
操作はたったの３Stepで、とても簡単にご利用いただけます。

Zaimonにe-Taxの利用者識別番号でログインし、該当の申告書を選択後、

金融機関に送信して終了です。

2. 安全
大規模な金融システムを提供している実績を持つNTTデータが提供しており、

Zaimonは個人情報保護に関するプライバシーマークを取得しております。

また、Zaimonはe-Taxで申告した情報を金融機関へ送信する間を取り持つ

サービスであるため、NTTデータではe-Taxの情報を保持しておりません。

3. 無料
Zaimonは、無料で利用いただけるサービスです。

決算書を印刷し郵送する手間や、メール送信による誤送信などの

セキュリティリスクを削減します。

３つの特長

Zaimonホームページ https://www.zaimon.jp/e-tax/tax-acc/index.html



© 2022 NTT DATA Corporation

データ送信のイメージとセキュリティ
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「Zaimon e-Taxデータ受付サービス」の税理士専用WEBサイトで、税理士先生の利用者識別番号・暗証番号を入力して
e-Taxのメッセージボックスにログインし、選択したデータを指定した金融機関に送信することができます。

入力・送信するデータは暗号化で保護されます。

安全のため、入力した暗証番号は保存されません。

（送信の都度、入力が必要となります。）

データを送信するには、顧問先様が金融機関に

本サービスの利用登録を行っている必要があります。

（登録のない顧問先様のデータを送信することはできません。）

送信した情報が、送信先金融機関やNTTデータ以外の

第三者に利用されることや、本サービスの提供目的以外で

利用されることはありません。
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「e-Taxデータ受付サービス」利用の流れ
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代理送信を行うには、顧問先様が金融機関ごとに本サービスの利用登録を行っている必要があります。
また、あらかじめ、税理士先生が顧問先様の電子申告を代理している必要があります。

事前準備

(任意)委任契約
必要に応じて、顧問先様と本サービスの利用に関する委任契約を結びます。

この委任契約は任意です。

メールアドレス登録
利用するメールアドレスを登録します。

登録後、情報登録用のリンクが記載されたメールが届きます。

情報登録
メールに記載されたURLにアクセスし、情報登録を行います。

登録後、登録完了通知メールが届きます。

データ送信

ログイン
e-Taxの利用者識別番号を利用し、Zaimonにログインします。

顧問先様の代理送信を行った、税理士先生の利用者識別番号でログインしてください。

データ送信 代理申告を行った申告データ等の一覧から対象を選択し、送信します。

送信結果確認
送信後、登録したメールアドレス宛に送信完了メールが届きます。

送信履歴の画面を参照し、送信が正しく行われたことを確認します。

〈
〈

〈
〈

〈
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事前準備に関するよくある質問（利用条件、必要なソフト等）

4

 税理士であれば、誰でもこのサービスを利用することができるのでしょうか。
はい。e-Taxの利用者識別番号を取得されている税理士先生であれば、どなたでもご利用いただけます。
ただし、実際にデータを送信するためには、あらかじめ税理士先生が顧問先様のe-Taxにおける代理申告を行っていること、
金融機関に対して顧問先様が、本サービスの利用登録を行っていることが必要となります。

 利用するために料金は必要でしょうか。
いいえ。本サービスは無料でご利用いただけます。

 どの申告システムを使っていても、Zaimonは利用できるのでしょうか。
はい。e-Taxで申告されていれば、申告ソフトの種類に関わらず本サービスをご利用いただけます。

 「日税連税理士用電子証明書」や「公的個人認証サービス(マイナンバーカード)」等のICカードは必要でしょうか。
個人の申告データを送信する場合のみ、e-Taxのメッセージボックスを参照するため、ICカードが必要です。
2019年1月のe-Tax利用の簡便化に伴い、個人に関する申告データを参照する際、ICカード、ICカードリーダライタが必要となりました。
法人の申告データを送信する場合は、ICカード等は不要です。
いいえ。税理士先生が金融機関に対して手続きを行っていただく必要はございません。

 税理士と金融機関の間で、何か契約が必要でしょうか。
いいえ。顧問先様が金融機関に対し本サービスの利用登録を行っていれば、税理士先生が金融機関に対して手続きを行っていただく必要はございません。

 税理士と顧問先の間で、何か契約が必要でしょうか。
特別な契約は不要ですが、必要に応じて、税理士先生に金融機関への送信を代理していただくための委任状をご利用ください。
委任状サンプル（PDFファイル）は、当ホームページからダウンロードができます。

 顧問先の利用登録は、どのように行うのでしょうか。
顧問先様の利用登録は、顧問先様から各金融機関に対して行っていただきます。
登録方法は金融機関ごとに異なり、金融機関のWEBサイトから利用登録を行う方法、利用申込書を提出する方法があります。
詳しくは金融機関一覧ページより、金融機関ごとのホームページをご参照いただくか、各金融機関にお問い合わせください。

 顧問先の利用登録と税理士の情報登録は、どちらを先に行えばよいのでしょうか。
どちらを先に行っていただいてもかまいません。税理士先生の情報登録が行われていれば、顧問先様の利用登録が完了次第、ご利用いただけます。


